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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランシーバを共有する複数の加入者識別モジュール(SIM)を有する通信デバイスを管
理する方法であって、
　前記トランシーバを通じて、前記通信デバイスの第1のSIMに関連付けられる第1のネッ
トワークサブスクリプションからボイスコールを受信するステップであって、前記ボイス
コールが、前記通信デバイスの第2のSIMに関連付けられる第2のネットワークサブスクリ
プションを用いる前記トランシーバを通じたアクティブデータサービスセッションを中断
するステップと、
　前記第1のネットワークサブスクリプションを用いて前記トランシーバ上で前記ボイス
コールについてのアクティブボイス通信接続を確立するステップと、
　前記第1のネットワークサブスクリプションを用いる前記ボイスコールについての前記
アクティブボイス通信接続を維持しながら、前記第1のネットワークサブスクリプション
を用いて前記トランシーバを通じて前記アクティブデータサービスセッションを再確立す
るステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記第1のネットワークサブスクリプションを用いて前記トランシーバを通じて前記ア
クティブデータサービスセッションを再確立する前記ステップが、前記ボイスコールが受
信されるときに前記第2のSIMに関連付けられる前記第2のネットワークサブスクリプショ
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ンを用いて前記トランシーバを通じて通信されているデータのセグメントの通信が、前記
第1のSIMに関連付けられる前記第1のネットワークサブスクリプションを用いて前記トラ
ンシーバを通じて完了するように実施される請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記ボイスコールを受信したことに応答して、前記アクティブデータサービスセッショ
ンを維持することを前記通信デバイスのユーザが望むかどうかに関して、前記ユーザに促
すステップと、
　前記ユーザに促したことに応答して、ユーザ入力から導出されたデータサービスサブス
クリプション切換え許可を受信するステップであって、前記データサービスサブスクリプ
ション切換え許可が、前記アクティブボイス通信接続を維持しながら、前記第1のネット
ワークサブスクリプションを用いて再確立されている前記アクティブデータサービスセッ
ションを開始するステップと
をさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記ボイスコールの終了時に、前記第1のネットワークサブスクリプションを用いて前
記トランシーバを使用して前記アクティブデータサービスセッションを維持するステップ
をさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記アクティブボイス通信接続を確立する直前に、前記第1のネットワークサブスクリ
プションが、ボイスサービス通信のみを受信するように構成される請求項1に記載の方法
。
【請求項６】
　前記第1のネットワークサブスクリプションを用いる前記ボイスコールについての前記
アクティブボイス通信接続を維持しながら、前記第1のネットワークサブスクリプション
を用いて前記トランシーバを通じて前記アクティブデータサービスセッションを再確立す
る前記ステップが、前記第1のネットワークサブスクリプションをボイスサービスからデ
ータサービスとボイスサービスの両方に再構成するステップを含む請求項1に記載の方法
。
【請求項７】
　第1のSIMと、
　第2のSIMとを備える通信デバイスであって、
　前記第1のSIMおよび前記第2のSIMがトランシーバを共有し、
　前記通信デバイスは、
　通信デバイスの前記第1のSIMに関連付けられる第1のネットワークサブスクリプション
からボイスコールを、前記トランシーバを通じて受信するための手段であって、前記ボイ
スコールが、前記通信デバイスの前記第2のSIMに関連付けられる第2のネットワークサブ
スクリプションを用いるアクティブデータサービスセッションを中断する、手段と、
　前記第1のネットワークサブスクリプションを用いて前記トランシーバ上で前記ボイス
コールについてのアクティブボイス通信接続を確立するための手段と、
　前記第1のネットワークサブスクリプションを用いる前記ボイスコールについての前記
アクティブボイス通信接続を維持しながら、前記第1のネットワークサブスクリプション
を用いて、前記トランシーバを通じて前記アクティブデータサービスセッションを再確立
するための手段と
を備える通信デバイス。
【請求項８】
　前記第1のネットワークサブスクリプションを用いて前記アクティブデータサービスセ
ッションを再確立するための手段が、前記ボイスコールが受信されるときに前記第2のSIM
に関連付けられる前記第2のネットワークサブスクリプションを用いて通信されるデータ
のセグメントの通信が、前記第1のSIMに関連付けられる前記第1のネットワークサブスク
リプションを用いて完了するように実施されるように、前記第1のネットワークサブスク
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リプションを用いて前記アクティブデータサービスセッションを再確立するための手段を
備える請求項7に記載の通信デバイス。
【請求項９】
　前記ボイスコールを受信したことに応答して、前記アクティブデータサービスセッショ
ンを維持することを前記通信デバイスのユーザが望むかどうかに関して、前記ユーザに促
すための手段と、
　前記ユーザに促したことに応答して、ユーザ入力から導出されたデータサービスサブス
クリプション切換え許可を受信するための手段であって、前記データサービスサブスクリ
プション切換え許可が、前記アクティブボイス通信接続を維持しながら、前記第1のネッ
トワークサブスクリプションを用いて再確立される前記アクティブデータサービスセッシ
ョンを開始する、手段と
をさらに備える請求項7に記載の通信デバイス。
【請求項１０】
　前記ボイスコールの終了時に、前記第1のネットワークサブスクリプションを用いて前
記アクティブデータサービスセッションを維持するための手段をさらに備える請求項7に
記載の通信デバイス。
【請求項１１】
　前記アクティブボイス通信接続を確立する直前に、前記第1のネットワークサブスクリ
プションが、ボイスサービス通信のみを受信するように構成される請求項7に記載の通信
デバイス。
【請求項１２】
　前記第1のネットワークサブスクリプションを用いる前記ボイスコールについての前記
アクティブボイス通信接続を維持しながら、前記第1のネットワークサブスクリプション
を用いて前記アクティブデータサービスセッションを再確立するための手段が、前記第1
のネットワークサブスクリプションをボイスサービスからデータサービスとボイスサービ
スの両方に再構成するための手段を備える請求項7に記載の通信デバイス。
【請求項１３】
　通信デバイスの前記第1のSIMに関連付けられる第1のネットワークサブスクリプション
からボイスコールを受信するための手段であって、前記ボイスコールが、前記通信デバイ
スの前記第2のSIMに関連付けられる第2のネットワークサブスクリプションを用いるアク
ティブデータサービスセッションを中断する、手段と、
　前記第1のネットワークサブスクリプションを用いて前記ボイスコールについてのアク
ティブボイス通信接続を確立するための手段と、
　前記第1のネットワークサブスクリプションを用いる前記ボイスコールについての前記
アクティブボイス通信接続を維持しながら、前記第1のネットワークサブスクリプション
を用いて前記アクティブデータサービスセッションを再確立するための手段とが、前記第
1のSIMおよび前記第2のSIMに結合されたプロセッサ実行可能命令を用いて構成されるプロ
セッサである請求項7に記載の通信デバイス。
【請求項１４】
　前記プロセッサが、前記第1のネットワークサブスクリプションを用いて前記トランシ
ーバを通じて前記アクティブデータサービスセッションを再確立することが、前記ボイス
コールが受信されるときに前記第2のSIMに関連付けられる前記第2のネットワークサブス
クリプションを用いて通信される前記トランシーバを通じて通信されるデータのセグメン
トの通信が、前記第1のSIMに関連付けられる前記第1のネットワークサブスクリプション
を用いて前記トランシーバを通じて完了するように実施される動作を実行するためのプロ
セッサ実行可能命令を用いて構成される請求項13に記載の通信デバイス。
【請求項１５】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されたプロセッサ実
行可能命令が記憶された非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デュアルＳＩＭデュアルスタンバイ（ＤＳＤＳ）ワイヤレスデバイスのため
の同時ボイスおよびデータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォン、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータなどのいくつか
のワイヤレス通信デバイスは、各加入者識別モジュール(SIM)カードについて特定のモバ
イル電話ネットワークへのアクセス権をユーザに与える複数のSIMを含む。モバイル電話
ネットワークの例には、GSM(登録商標)、TDSCDMA、CMA2000、およびWCDMA(登録商標)があ
る。デュアルSIMワイヤレスデバイスは、2つのSIMカードを保持するものであり、そのこ
とは、デバイスが2つの異なるネットワークサブスクリプションを扱い得ることを意味す
る。各ネットワークサブスクリプションは、異なるアカウントまたは電話番号に割り当て
られ得る。ただ1つのトランシーバを含むワイヤレスデバイスでは、2つのサブスクリプシ
ョンの一方が、一度に無線周波数(RF)信号を送信中または受信中であり得る。一方のサブ
スクリプションがアクティブに送信または受信している間、他方のサブスクリプションが
スタンバイにされるので、そのようなデバイスは、デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS
)デバイスと呼ばれる。一方、デュアルSIMデュアルアクティブ(DSDA)デバイスと呼ばれる
、2つのトランシーバおよび2つのSIMカードを含むワイヤレスデバイスでは、両方のサブ
スクリプションが同時にアクティブに送信中または受信中であり得る。
【０００３】
　DSDSデバイスは2つの異なるネットワークサブスクリプション(各SIMについて1つ)とと
もに構成され得るが、データ接続をサポートする必要があるのは、それらのサブスクリプ
ションの一方だけである。各サブスクリプションに関連付けられる特定の電話番号を有す
るボイスサービスとは異なり、他方のサブスクリプションとは独立して、一方のサブスク
リプション上でデータサービスを有することは、多くの場合、ユーザによって必要とされ
るすべてのデータサービスを提供するのに十分である。この構成では、DSDSデバイスは、
データサービスとボイスサービスの両方のための一方のネットワークサブスクリプション
を有し得、他方のサブスクリプションは、ボイス通信のみを提供するためのものである。
一方のサブスクリプション上のみでアクティベートされたデータサービスと、そのような
データサービスための対応するネットワークサブスクリプションとは、本明細書では「専
用データサブスクリプション」(DDS)と呼ばれる。ボイスコールのみをサポートするサー
ビスはしばしば、「ボイス専用サービス」または「非DDSサービス」と呼ばれ、主にボイ
ス通信を提供するネットワークサブスクリプションは、本明細書では「非DDS」と呼ばれ
る。主にボイス通信を提供するネットワークサブスクリプションは、一般には通話プラン
によって管理され、データサービスを含まないことがある。あるいは、主にボイス通信を
提供するネットワークサブスクリプションは、データサービスを含み得るが、単に好まし
いデータサービスではないことがある。そのようなサブスクリプション方式はしばしば、
データ/ボイスプランコストおよび/または信頼性に基づいて選ばれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来型DSDSデバイスを使用すると、サブスクリプションのそのような構成では、ボイス
コールが第2のSIMを通じて受信されるとき、一方のSIMを使用して開始されたデータサー
ビスセッション(すなわち、データのダウンロードまたはアップロード)を維持することが
できない。通常、第1のSIM上のアクティブデータサービスセッションは、第2のSIM上でボ
イス通信接続をアクティベートするためにスタンバイにされなければならない。たとえば
、従来のDSDSデバイスがSIM2を使用してデータファイル(すなわち、音楽ファイル)をダウ
ンロードしており、SIM1のネットワークサブスクリプションからボイスコールを受信した
とき、ボイスコールが終了するまで、データダウンロードが停止されなければならない。
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【０００５】
　DSDAデバイスは同時ボイスおよびデータ通信を可能にするが、そのようなデバイス一般
に、DSDSデバイスよりもはるかに高コストであり、動作のためにより多くの電力を必要と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　様々な実施形態は、トランシーバを共有するSIMを有する通信デバイスを管理するため
の方法を含む。実施形態の方法は、トランシーバを通じて、通信デバイスの第1のSIMに関
連付けられる第1のサブスクリプションについてのボイスコールを受信することであって
、ボイスコールが、通信デバイスの第2のSIMに関連付けられる第2のサブスクリプション
を使用してトランシーバを通じて確立されたデータサービスセッションを中断すること、
トランシーバ上でボイスコールを確立すること、およびボイスコールを維持しながら、第
1のサブスクリプションを使用してトランシーバを通じてデータサービスセッションを再
確立することを含む。
【０００７】
　別の実施形態は、実施形態の方法の動作を実施するためのプロセッサ実行可能命令とと
もに構成されたプロセッサを有するコンピューティングデバイスを含む。別の実施形態は
、実施形態の方法の機能を実施するための様々な手段を有するコンピューティングデバイ
スを含み得る。別の実施形態は、実施形態の方法の動作をプロセッサに実施させるように
構成されたプロセッサ実行可能命令がその上に記憶された非一時的プロセッサ可読記憶媒
体を含み得る。
【０００８】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付の図面は、本発明の例示的実施
形態を例示し、上記で与えられる一般的な説明および以下で与えられる詳細な説明ととも
に、本発明の特徴を説明する役割を果たす。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】様々な実施形態とともに使用するのに適した通信システムの通信システム概略図
である。
【図２】一実施形態による、トランシーバを共有するデュアルSIMを有する通信デバイス
を管理する実施形態の方法を示すプロセスフロー図である。
【図３Ａ】一実施形態による、トランシーバを共有する2つのSIMの活動のタイムラインダ
イアグラムである。
【図３Ｂ】一実施形態による、トランシーバを共有する2つのSIMの活動の代替タイムライ
ンダイアグラムである。
【図４】様々な実施形態に適した実施形態モバイル通信デバイスを示す概略ブロック図で
ある。
【図５】例示的階層化ソフトウェアアーキテクチャに沿った様々な実施形態に適した通信
デバイスの概略表現である。
【図６】様々な実施形態とともに使用するのに適した例示的モバイル通信デバイスの構成
要素図である。
【図７】様々な実施形態とともに使用するのに適した別の例示的モバイル通信デバイスの
構成要素図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　添付の図面を参照しながら様々な実施形態が詳細に説明される。可能なときはいつでも
、同一また同様の部分を参照するのに、図面全体を通じて同一の参照番号が使用される。
特定の例および実装に対する参照は例示のためであり、本発明または特許請求の範囲を限
定するものではない。
【００１１】
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　本明細書では、「ワイヤレスデバイス」、「ワイヤレス通信デバイス」、または「通信
デバイス」という用語は、セルラー電話、スマートフォン、パーソナルもしくはモバイル
マルチメディアプレーヤ、携帯情報端末、ラップトップコンピュータ、パーソナルコンピ
ュータ、タブレットコンピュータ、スマートブック、パームトップコンピュータ、ワイヤ
レス電子メール受信機、マルチメディアインターネット対応セルラー電話、ワイヤレスゲ
ーミングコントローラ、ならびにワイヤレス通信経路を確立し、ワイヤレス通信経路を介
してモバイル通信ネットワークにデータを送信/受信するためのプログラム可能プロセッ
サ、メモリ、および回路を含む類似のパーソナル電子デバイスのいずれか1つまたはすべ
てを指すために互換的に使用される。本明細書で参照される様々な実施形態は、RFトラン
シーバを介する複数のモバイル通信ネットワークに対する複数のサブスクリプションを個
々に維持し得る任意の電子デバイスで有用であり得る。
【００１２】
　本明細書では、「SIM」、「SIMカード」、および「加入者識別モジュール」という用語
は、ネットワーク上のワイヤレスデバイスを識別および/または認証するために使用され
る国際モバイル加入者識別(IMSI)、関連する鍵、および/または他の情報を記憶する、取
外し可能カード内に埋め込まれ、またはデバイスのメモリ内に組み込まれ得る集積回路を
意味するために互換的に使用される。SIM内に記憶される情報は、ワイヤレスデバイスが
特定のモバイル通信ネットワークとの通信リンクを確立することを可能にし、したがって
SIMと通信ネットワークが互いに相関するので、SIMという用語は、特定のSIMに関連付け
られる通信ネットワークに対する簡略な参照としても使用され得る。
【００１３】
　様々な実施形態でのSIMは、SIMおよび/またはUSIMアプリケーションとともに構成され
る汎用集積回路カード(UICC: Universal Integrated Circuit Card)であり得、GSM(登録
商標)および/またはUMTSネットワークへのアクセスを可能にする。UICCは、電話帳および
他のアプリケーション用のストレージを提供することもできる。あるいは、CDMAネットワ
ークでは、SIMは、UICC取外し可能ユーザ識別モジュール(R-UIM)またはCDMA加入者識別モ
ジュール(CSIM)であり得る。各SIMカードは、CPU、ROM、RAM、EEPROM、およびI/O回路を
有し得る。様々な実施形態で使用されるSIMカードは、ユーザアカウント情報、国際モバ
イル加入者識別(IMSI)、SIMアプリケーションツールキット(SAT)コマンドのセット、およ
び電話帳連絡先用の記憶空間を含み得る。ベースバンドチップのマイクロ処理装置(MCU)
が、SIMカードのMCUと対話して、ワイヤレスデバイス内に設置されたSIMカードからデー
タまたはSATコマンドを取り出す。ワイヤレスデバイスは、SIMカード内にプラグ接続され
た後、直ちにプログラムされ得る。SIMカードはまた、パーソナライズされたサービス用
のカスタムメニューを表示するようにプログラムされ得る。SIMカードはさらに、SIMカー
ドネットワークオペレータプロバイダを示すためにホームパブリックランドモバイルネッ
トワーク(HPLMN)コードを記憶し得る。一般に、集積回路カード識別(ICCID)SIMシリアル
番号が識別のためにSIMカード上に印刷される。
【００１４】
　本明細書では、「ボイスコール」という用語は、たとえばセルラー電話ネットワークな
どの電気通信ネットワークを介するボイス通信の送達を指す。ボイスコールは、少なくと
もオーディオ入力をリモートに通信することを可能にする様々な技術を使用して実装され
得る。
【００１５】
　本明細書では、「データサービスセッション」という用語は、電気通信サービスを通じ
て交換される関連するデータのセットがアクティブに通信デバイスに送信され、かつ/ま
たは通信デバイスから受信される1つまたは複数の時間枠を指す。データサービスセッシ
ョンに関連する期間は不連続であり得るが、データのセットは、一緒に属するデータのグ
ループ化などの何らかの意図的な方式で関係付けられ、一緒に使用され、または別々に使
用され得ないように意図される。さらに、データのセットは、その共通のソースまたは宛
先で関係付けられ得る。受信および/または送信されるデータは、ハードウェア、ソフト
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ウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せを含むコンピューティングデバイ
スによってそれに対して動作が実装される量、文字、またはシンボルである。ソフトウェ
ア更新ダウンロード、オーディオおよび/またはビデオのストリーミング、写真のアップ
ロード、一般のインターネットアクセス、eメールサービス、ならびにテキストメッセー
ジングは、電気通信ネットワークサブスクリプションを通じて提供されるデータサービス
セッションの一部となり得るデータサービスの一般的な形態である。多くの場合、データ
サービスセッションを中断されずに、または少なくとも仮想的に中断されずに実行させる
ことが望ましい。このようにして、データサービスセッション、または少なくとも交換中
の関連データは、連続性の中断を有さない。実際には、仮想的に中断されないデータサー
ビスセッションは、連続性の中断を有するが、データ交換が再開するとき、中断した所を
取得するか、または送信デバイスまたは受信デバイスのどちらかによって要求される十分
な冗長性を含む。このようにして、データサービスセッションは、データ前のセグメント
(すなわち、データの第1のセグメント)の交換が中断された後に受信および/または送信さ
れたデータの後続のセグメント(すなわち、データの第2のセグメント)を含み得る。デー
タの前のセグメントと後続のセグメントとが明確に相互に関係付けられ、データのより大
きい、好ましくは連続的なセグメントをともに形成する。
【００１６】
　概要として、様々な実施形態は、単一のトランシーバまたは無線周波数(RF)回路(RFチ
ェーンとも呼ばれる)を共有するデュアルSIMを有する通信デバイスを管理するための方法
およびシステムを提供する。具体的には、様々な実施形態は、DSDSデバイス上でDSDA機能
のエミュレーションを可能にする。たとえば、様々な実施形態が、同一のトランシーバを
共有する2つのSIMとともに構成された通信デバイス内で適用され得、通信デバイスでは、
SIMネットワークサブスクリプションの一方がデータサービスサブスクリプションを含み
、他方のSIMサブスクリプションは、通常はデータサービスを使用/アクセスするように構
成されない(すなわち、ボイス専用サービスなどの非データサービスサブスクリプション)
。動的データサービスを使用して、DSDSデバイスが、ボイス専用サービス用に元々は構成
されたネットワークサブスクリプション(第1のネットワークサブスクリプションまたは第
1のSIM)上でボイスコールを確立し、ボイスコールによって中断されたデータサービスを
、データサービス用に構成された別のネットワークサブスクリプション(第2のネットワー
クサブスクリプションまたは第2のSIM)から第1のネットワークサブスクリプションに切り
換え得る。ボイスコールを確立するために、データサービスネットワークサブスクリプシ
ョンに関連付けられるSIMが非アクティブにされなければならず、そのことは、対応する
データサービスセッションが停止されなければならないことを意味するので、ボイスコー
ルは、データサービスセッションを中断すると言われる。データサービスセッションを一
方のSIMから他方のSIMに動的に切り換えることによって、DSDS通信デバイスは、ボイスコ
ールを維持する間に、データサービスセッションが技術的に中断され、ボイスコールをサ
ポートするネットワークサブスクリプションまたはSIMを介して再確立されたとしても、
データサービスセッションが維持/続行されるという印象をユーザに与えることによってD
SDA機能をエミュレートし得る。
【００１７】
　図1は、様々な実施形態による、DSDSデバイスであるワイヤレスデバイス110を含む例示
的通信システム100を示す。ワイヤレスデバイス110は、2つのSIMカードSIM1、SIM2を含む
。したがって、そのSIMカードの一方(SIM1)を使用して、ワイヤレスデバイス110は、第1
のモバイルネットワーク151に対する接続141を有する第1の基地局131に対するセルラー接
続121を通じて、第1のモバイルネットワーク151(Mobile Network1)と通信し得る。さらに
、他方のSIMカード(SIM2)を使用して、代替として、ワイヤレスデバイス110は、第2のモ
バイルネットワーク152に対する接続142を有する第2の基地局132に対する別のセルラー接
続122を通じて、第2のモバイルネットワーク152(Mobile Network2)と通信し得る。データ
プランがアクセスするネットワークサブスクリプションとともに含まれるときは特に、そ
れらのモバイルネットワーク151、152は、オンライン接続161、162を介するインターネッ
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ト160に対するアクセス権を与え得る。例示のために、第1のモバイルネットワーク151は
、SIM1に関連付けられるネットワークサブスクリプションを介するワイヤレスデバイス11
0とのアクティブな通信接続を有するものとして示されている。さらに、そのアクティブ
な通信接続はオンライン接続161を含み、オンライン接続161は、アクティブデータサービ
スセッションの一部であり得る。一方、セルラー接続122を示す点線で反映されているよ
うに、第2のモバイルネットワーク152は、ワイヤレスデバイス110との非アクティブ通信
接続を有するものとして示されている。この例では、ワイヤレスデバイス100はDSDSデバ
イスであり、このことは、一度にモバイルネットワークとのただ1つの通信接続が維持さ
れ得ることを意味する。SIM1が、好ましいデータプランなどのネットワークサブスクリプ
ションに関連付けられ、一方、SIM2に関連付けられるネットワークサブスクリプションは
、データプランを有さないことがあるので、ワイヤレスデバイス100は、データサービス
セッションのために第1のモバイルネットワークを使用中であり得る。オンライン接続162
を示す点線で反映されるように、データプランを有さないことは、インターネット160に
対するアクセス権が、モバイルネットワークプロバイダとの間で加入したサービスの一部
として含まれないことを意味し得る。あるいは、第2のモバイルネットワーク152とのネッ
トワークサブスクリプションがデータプランを含み得るが、そのネットワークサブスクリ
プションは、よりコストが高く、または信頼性が低いので、好ましいデータプランではな
い。
【００１８】
　ワイヤレスデバイス110がDSDSデバイスであることを考慮すると、単一のRFトランシー
バが、セルラー接続121、122の各々について別々に使用される。そのようなセルラー接続
121、122は、4G、3G、CDMA、TDMA、他のモバイル電話通信技術などの双方向ワイヤレス通
信リンクを通じて作成され得る。さらに、当技術分野で周知のように、モバイルネットワ
ーク151、152の各々は、ワイヤレス接続141、142、1つまたは複数の基地局131、132、な
らびに1つまたは複数のコントローラ、ワイヤレス/ワイヤードインターフェース、物理層
、および他の構成要素を含み得る。2つのモバイルネットワーク151、152は、基地局や他
の要素などの共通の機器を共有することさえあり得る。実施形態は、図示される構成に限
定されず、したがって代替ネットワーク構成が使用され得る。
【００１９】
　図2は、モバイル通信デバイスがアクティブデータサービスセッションを維持しながら
、一方のサブスクリプション上でボイスコールを処理することを可能にするために、モバ
イル通信デバイス上の1つのトランシーバを共有する2つのSIMを管理するための実施形態
の方法200を示す。プロセスフローによって表される方法200は特に、DSDSデバイス(すな
わち、2つのSIMの各々について1つのサービスサブスクリプションを有し、両方のSIMが同
一のトランシーバを共有するデバイス)を使用する通信に関係する。一方のSIMに関連付け
られる一方のネットワークサブスクリプションはデータプランを含み、他方のSIMに関連
付けられる他方のネットワークサブスクリプションは、顧客の通常のサブスクリプション
の外部でデータサービスを提供し得るだけであり、または好ましくないデータサービスを
提供し得る。DSDSデバイスは、データサービスをアクティブに使用しているSIMがどれで
あっても、好ましいデータサービスサブスクリプションであるか否かに関わらず、「DDS
」として指定する。プロセスフロー方法200は、ボイスコールを受信するSIM(SIM1)がDDS
または非DDSのどちらかであり得る代替シナリオを示す。さらに、プロセスフローは、動
的データサービスが自動的に、または手動で処理されるシナリオを含み、このシナリオは
、非DDS上でボイスコールを受信するために、アクティブデータサービスセッションを一
方のSIMから別のSIMに切り換える。さらに、図2はSIM1上のボイスコールを示すが、ボイ
スコールがSIM2上で受信された場合、類似の方法が適用され、しかしそのケースでは、方
法200での「SIM1」と「SIM2」に対する参照が入れ替えられる。
【００２０】
　ブロック205において、デバイスは、データサービスセッションをアクティブに処理し
ている間に、ボイスコールがSIM1上で受信される。データサービスセッションがアクティ
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ブではない場合、ボイスコールが通常の方式で確立される。判定ブロック210において、S
IM1が同時ボイスおよびデータ接続を処理し得るかどうかに関して判定が行われ得る。判
定ブロック210での判定は、デバイス内の事前選択された設定、SIM1の技術(すなわち、デ
ュアルデータおよびボイスサービスを処理することのできるネットワークサブスクリプシ
ョンである)、および/または接続性などの現ネットワーク条件を考慮に入れ得る。このよ
うにして、利用可能な帯域幅がボイスコールに関連するネットワーク上で検出される場合
、デバイスは、同時ボイスおよびデータサービス(V+D)をサポートし得ないことがある。
ボイスおよびデータサービスがSIM1上で同時にサポートされ得ない場合(すなわち、判定
ブロック210=「No」)、ブロック235において、ボイスコールが受諾/確立され得るが、デ
ータサービスセッションが終了される。あるいは、ブロック235で、データサービスセッ
ションが維持/続行され得るが、ボイスコールが確立されない(すなわち、コールが未応答
となる)。言い換えれば、同時ボイスおよびデータ通信サービスがSIM1上でサポートされ
ない場合、ブロック235において、データサービスセッションを続行すること、またはボ
イスコールを確立することの間で選択が行われ得る。したがって、同時ボイスおよびデー
タ通信サービスがSIM1上でサポートされ得ない状況では、ブロック235において、ボイス
コールとデータサービスセッションの両方がSIM1上で維持されないことがある。
【００２１】
　同時ボイスおよびデータ通信サービスがSIM1上でサポートされる場合(すなわち、判定
ブロック210=「Yes」)、判定ブロック220において、ボイスコールが現DDS上で受信されて
いるかどうかに関してさらなる判定が行われ得る。言い換えれば、プロセッサは、ボイス
コールが、現DDS SIM1を指定する、既にアクティブなデータサービスセッションと同一の
ネットワークサブスクリプションSIM1を介するものかどうかを判定し得る。ボイスコール
が現DDS上で受信される場合(すなわち、判定ブロック220=「Yes」)、ブロック224におい
て、データサービスセッションを終了することなく、ボイスコールが同一のSIM SIM1上で
確立(接続)され得る。このようにして、ブロック240において、データサービスセッショ
ンが、同一のSIM SIM1上のボイスコールとともに維持され得る。
【００２２】
　ボイスコールがDDSとして現在指定されているネットワークサブスクリプション上で受
信されない場合(すなわち、判定ブロック220=「No」)、判定ブロック230において、デバ
イスプロセッサは、自動動的データサービスがデバイス上で利用可能であるかどうかを判
定し得る。本明細書では、「動的データサービス」という用語は、あるネットワークサブ
スクリプションから別のネットワークサブスクリプションに(すなわち、あるSIMから別の
SIMに)アクティブデータサービスセッションを切り換えるプロセスを指す。サブスクリプ
ション間のそのような切換え、さらには後続の切換え復帰が有利となり得る様々な状況が
ある。動的データサービスは、利用可能な場合、自動機能または手動機能であり得る。自
動機能として、動的データサービスがデバイスセットアップオプションとしてイネーブル
(すなわち、オン)にされ得る。動的データサービスが自動機能として利用可能である場合
(すなわち、判定ブロック230=「Yes」)、ブロック234において、ボイスコールがSIM1(す
なわち、ボイスコールを送信するネットワークサブスクリプション)上で確立され得、ブ
ロック236において、データサービスセッションがSIM1上で再確立され得る。このように
して、データサービスセッションが実質的にSIM2からSIM1に移動される。ボイスコールお
よびデータサービスセッションは、デバイストランシーバをアクティブに使用する単一の
SIM、すなわちこの例ではSIM1を使用し、他方のSIM(SIM2)は非アクティブである。SIM1に
関連付けられるネットワークサブスクリプションを使用して、デバイスは、ボイスコール
に対するボイス通信接続を確立し得る。アクティブボイス通信接続を確立することは、デ
バイスと呼出し元との間のボイス通信接続を受信および送信するために、適切なプロトコ
ルのプロビジョニングおよび実行を含む。ボイス通信のために利用可能なシグナリング通
信が、データサービスセッションを切り換えるために使用され得る。この動作は、他方の
ネットワークサブスクリプションSIM1上のデータサービスセッションを登録する(すなわ
ち、データサービスセッションについてのIPアドレスを取得することによって)ことを含
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み得る。したがって、ボイスコールに対するアクセスがSIM1で確立されると、デバイスは
、そのサブスクリプションSIM1に(すなわち、ボイスコールに接続し、データサービスを
使用するための同時ボイスおよびデータ機能を使用して)データサービスを切り換え得る
。その後で、ブロック240において、ボイスコールおよびデータサービスセッションが維
持される。
【００２３】
　動的データサービスが自動機能として利用可能ではない場合(すなわち、判定ブロック2
30=「No」)、判定ブロック232において、デバイスプロセッサは、手動動的データサービ
スが利用可能であり、選択されるかどうかを判定し得る。手動動的データサービスは、デ
バイスユーザに、ユーザが動的データサービスを許可したいかどうかに関するユーザ入力
を促し得る。ユーザは、着呼を受諾しないことを選び得、またはユーザは、データサービ
スセッションを停止する用意があり得る。その如何に関わらず、そのようなユーザ入力は
、ユーザに何らかの形の入力を要求するアクティブ入力、またはユーザの不活動を肯定的
または否定的入力として登録する受動的入力であり得る。肯定的ユーザ入力は、一方のサ
ブスクリプションから他方のサブスクリプションへのデータサービスセッションの切換え
を開始するようにユーザがデバイスを許可することによるデータサービスサブスクリプシ
ョンスイッチ許可を示し得る。したがって、手動動的データサービスが利用可能であり、
ユーザによって選択される場合(すなわち、判定ブロック232=「Yes」)、ブロック234にお
いて、ボイスコールがSIM1上で確立され得、ブロック236において、データサービスセッ
ションがSIM2からSIM1に移動し得る。あるいは、手動動的データサービスが利用可能では
ない、またはユーザによって選択されない場合(すなわち、判定ブロック232=「No」)、ブ
ロック235において、ボイスコールが確立され得、またはデータサービスセッションが維
持され得る。
【００２４】
　ブロック240において、データサービスセッションがSIM1上のボイスコールとともに維
持されていると、両方のサービスが、その通常の過程で、終了するまで続行し得る。判定
ブロック250において、デバイスプロセッサは、ボイスコールが終了したかどうかを判定
し得る。ボイスコールが終了した場合(すなわち、判定ブロック250=「Yes」)、判定ブロ
ック260において、デバイスプロセッサは、データサービスセッションも終了したかどう
かを判定し得る。同様に、ボイスコールが終了していない場合(すなわち、判定ブロック2
50=「No」)、判定ブロック270において、デバイスプロセッサは、データサービスセッシ
ョンが終了したかどうかを判定し得る。ボイスコールとデータサービスセッションの両方
が終了した場合(すなわち、判定ブロック260=「Yes」)、ブロック280において、プロセス
は終了し得る。
【００２５】
　ボイスコールが終了したが、データサービスセッションが終了していない場合(すなわ
ち、判定ブロック260=「No」)、ブロック262において、必要な場合、データサービスセッ
ションがSIM2に切換え復帰され得る。たとえば、ボイスコールが終了すると、デバイスは
その元のDDSに切換え復帰し得る。したがって、SIM2が好ましいDDSである場合、データサ
ービスセッションが切換え復帰され得る。そうでない場合、ブロック264において、デー
タサービスセッションがその後で維持され得、判定ブロック266において、データサービ
スセッションが終了したかどうかを確認するために周期的にチェックされ得る。あるいは
、ボイスコールが終了していないが、データサービスセッションが終了した場合(すなわ
ち、判定ブロック270=「Yes」)、ブロック274において、ボイスコールが維持され、判定
ブロック276において、ボイスコールが終了したかどうかを確認するために周期的にチェ
ックされ得る。ボイスコールが終了すると(すなわち、判定ブロック276=「Yes」)、ブロ
ック280において、プロセスは終了する。
【００２６】
　上記のように、動的データサービスは、DDS上でアクティブなデータサービスセッショ
ンを、非DDSに関連付けられるネットワークに登録することによって実装され得る。当初
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、接続は、データサービスセッションを確立するDDSサブスクリプションを通じて存在す
る。ボイスコールが受信され、動的データサービスを実装するための許可が示されるとき
、ボイスコールは、他方のサブスクリプションを通じてセットアップされ得る。プロセッ
サによって実行される通信デバイスオペレーティングシステムが、次いで他方のサブスク
リプションを新しい現DDSサブスクリプションとして指定し、ボイスコールをセットアッ
プし、データサービスセッションに再登録するために、データサービスセッションからDD
S SIMを登録解除し得る。ネットワークを登録解除し、切り換え、再登録することにかか
る時間は、非常にわずかであるべきであり、したがってユーザにとって、良好なユーザ体
験を維持するために、切換えが目立たない、または切換えにかかるのが公称時間量となる
べきである。
【００２７】
　図3Aは、一実施形態による、動的データサービスの一例を実演するタイムラインダイア
グラム300を示す。具体的には、ダイアグラム300は、一実施形態による、動的データサー
ビス切換え中の各SIMのアクティブステータスを示す。タイムライン301の上またはタイム
ライン302の下の陰影を付けたエリアは、データサービスDまたはボイスコールVのどちら
かのアクティブ交換を表す。
【００２８】
　ダイアグラム300は、同一の時間枠Tにわたって生じる、各SIMについて別々のタイムラ
イン301、302を含む。開始時刻T0および終了時刻T1を有する初期期間310の間、SIM2はア
クティブであり、デバイストランシーバを使用して、Mobile Network2 152にデータサー
ビスセッション(D)を接続する。さらに、同一の初期期間310の間、SIM1を介するデバイス
とMobile Network1 151との間の通信チャネルは非アクティブである。したがって、初期
期間310の間、SIM2は、通信デバイスから/にデータをアクティブに受信/送信中であり得
る。
【００２９】
　時刻T1は、ボイスコールVを確立するための開始時刻でもある。このようにして、ボイ
スコールVは、確立されたデータサービスセッションを時刻T1において中断する。開始時
刻T1および終了時刻T2のボイスコール初期期間320の間、デバイストランシーバを使用す
る通信デバイスと(SIM1を使用する)Mobile Network1 151との間の通信チャネルがアクテ
ィブであり、ボイスコールに接続する。さらに、そのボイスコール初期期間320の間、デ
バイスと(SIM2に関連付けられる)Mobile Network2 152との間の通信チャネルは非アクテ
ィブである。その後で、単一のSIM(すなわち、SIM1)を使用するデバイスは、データサー
ビスセッション(D)を再確立し、ボイスコールVとデータサービスDの両方(V+D)を、一方ま
たは両方のサービスが終了するまでアクティブに維持し得る。したがって、後続の期間32
0の間、ボイスサービスとデータサービスの両方が、SIM1によって処理される。この例示
的な例では、データサービスセッション終了時刻T3において、データサービスが終了する
が、ボイスコールはその後も続行する。その後で、開始時刻T3および終了時刻T4の最終期
間340の間、SIM1は、ボイスコールVのみをアクティブに処理している。したがって、ボイ
スコール350の全期間は、3つの期間320、330、340の組合せである。
【００３０】
　図3Bは、動的データサービスが使用されない状況の一例を実演する代替タイムラインダ
イアグラム305を示す。具体的には、ダイアグラム300は、並行するタイムラインにわたる
各SIMのアクティブステータスを示す。この場合も、タイムライン302の下の陰影を付けた
エリアは、データサービスDおよび/またはボイスコールVのどちらかのアクティブな交換
を表す。
【００３１】
　開始時刻T0および終了時刻T1を有する初期期間310の間、この時はSIM1がアクティブで
あり、デバイストランシーバを使用してMobile Network1 151にデータサービスセッショ
ン(D)を接続する。さらに、同一の初期期間310の間、SIM2を介するデバイスとMobile Net
work2 152との間の通信チャネルは非アクティブである。したがって、初期期間310の間、



(12) JP 6430491 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

SIM1は、通信デバイスから/にデータをアクティブに受信/送信中であり得る。時刻T1は、
この場合もボイスコールVを確立するための開始時刻である。このシナリオは、図3Aで示
されるものとは幾分異なる。ボイスコールVがデータサービスセッションの途中で受信さ
れるが、SIMスイッチングは不要であるので、ボイスコールはデータサービスセッション
を実際には中断しないからである。このシナリオでは、ボイスコールが現DDSと同一のサ
ブスクリプション上で受信されるので、ボイスコールが確立され得、データサービスセッ
ションが中断されずに続行し得る。第2の期間335の間に単一のSIM(すなわち、SIM1)を使
用して、ボイスコールVとデータサービスDの両方(V+D)が、一方または両方のサービスが
終了するまでアクティブに維持され得る。この例示的な例では、この場合も、データサー
ビスセッション終了時刻T3において、データサービスが終了するが、ボイスコールはその
後も続行する。その後で、開始時刻T3および終了時刻T4を有する最終期間340の間、SIM1
は、ボイスコールVのみをアクティブに処理している。このシナリオでは、ボイスコール3
50の全期間は、第1のシナリオと同一の時間枠であるが、2つの期間335、340だけを組み合
わせる。
【００３２】
　図4は、様々な実施形態を実装するのに適したデュアルSIM通信デバイス400の機能構成
要素を示す。ワイヤレスデバイス400は、少なくとも1つのメモリ404に結合され得る、一
般のプロセッサ402などの少なくとも1つのコントローラを含み得る。メモリ404は、たと
えば、オペレーティングシステム(OS)およびユーザアプリケーションソフトウェアを記憶
し得る。通信デバイス400はまた、ベースバンド/モデム機能を実施するためにベースバン
ドプロセッサ406をも含み得る。ベースバンドプロセッサ406は、すべてのSIMについての
ベースバンド/モデム機能を実施する単一のデバイスであり得、または通信デバイス400の
各SIMについての機能を各々実施する、複数の独立したベースバンドプロセッサ(たとえば
、BB1、BB2)であり得る。少なくとも2つのSIM421、422が、SIMインターフェース431、432
を通じて少なくとも1つのベースバンドプロセッサ406に論理的に接続され得る。
【００３３】
　通信デバイス400はまた、ベースバンドプロセッサ406および少なくとも1つのアンテナ4
14と論理的に接続されるRFトランシーバ412をも含み得る。RFトランシーバ412は、すべて
のSIMについての送信/受信機能を実施する単一のデバイスであり得、または一緒になって
通信デバイス400についてのRFトランシーバとして動作する、別々の送信機要素および受
信機要素を含み得る。
【００３４】
　特定の実施形態では、一般のプロセッサ402、メモリ404、およびベースバンドプロセッ
サ406は、システムオンチップデバイス416内に含まれ得る。SIM1 421およびSIM2 422、な
らびにその対応するインターフェース431、432は、システムオンチップデバイス416の外
部であり得る。さらに、様々な入力および出力デバイスが、インターフェースやコントロ
ーラなどの、システムオンチップデバイス416の構成要素に結合され得る。
【００３５】
　図5は、様々な実施形態を実装するのに適した通信デバイス500の別の例を示す。通信デ
バイス500は、限定はしないが、キーパッド522、タッチスクリーンディスプレイ524、マ
イクロフォン526などのユーザインターフェース(UI)構成要素を含み得る。一実施形態で
は、キーパッド522、タッチスクリーンディスプレイ524、マイクロフォン526、またはそ
れらの組合せは、ユーザに入力を促し、一方のサブスクリプションから他方のサブスクリ
プションへのデータサービスセッションの切換えを開始するためのユーザからの許可(す
なわち、動的データサービスについての許可)などのユーザ入力を受信する機能を実施し
得る。たとえば、タッチスクリーンディスプレイ524は、動的データサービスについての
許可を表すユーザ選択を受信し得る。別の例では、タッチスクリーンディスプレイ524と
マイクロフォン526のどちらかまたは両方が、動的データサービスについての許可に関す
るユーザ入力を受信し得る。さらに、動的データサービスについての許可は、マイクロフ
ォン526を介して受信されるボイスコマンドの形態であり得る。当技術分野で周知のよう
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に、通信デバイス500内の様々なソフトウェアモジュールおよび機能間の通信を可能にす
るために、それらの間にインターフェースが設けられ得る。
【００３６】
　通信デバイス500は、SIMに関連付けられるアクセスネットワークを介して通信するため
の階層化ソフトウェアアーキテクチャ550を有し得る。ソフトウェアアーキテクチャ550は
、ベースバンドプロセッサ406などの1つまたは複数のプロセッサ間に分散し得る。様々な
実施形態では、デュアルSIMデバイスについてのソフトウェアアーキテクチャ550は、異な
るSIMに各々関連付けられ得る、複数のプロトコルスタックを有し得る。たとえば、通信
デバイス500は、SIM421、422に関連付けられるプロトコルスタック552a、552bとともに構
成され得る。プロトコルスタック552a、552bは、ワイヤレス通信に関する任意の様々な規
格およびプロトコルをサポートし得る。
【００３７】
　プロトコルスタック552a、552bの最下層は、エアインターフェースを介して接続を確立
し、通信デバイス500についてのネットワークリソースを管理する物理層554a、554bであ
り得る。物理層554a、554bの上に、データリンク層556a、556bが常駐し得、データリンク
層556a、556bは、ネットワーク内の物理リンクを介して着信データおよび出力データを処
理するための機能を提供し得る。たとえば、データリンク層556a、556bは、出力データを
データフレームに分割し、着信データを解析して、着信データが首尾よく受信されたこと
を保証し得る。一実施形態では、各データリンク層556a、556bは様々なサブレイヤ(たと
えば、メディアアクセス制御(MAC)および論理リンク制御(LLC)層)を含み得る。
【００３８】
　ネットワーク層558a、558bがデータリンク層556a、556bの上に常駐し得、ネットワーク
層558a、558bは、無線チャネルを割振ること、および通信デバイス500とネットワークと
の間でリンクを確立することを含む機能を提供し得る。一実施形態では、各ネットワーク
層556a、556bは、1つまたは複数のサブレイヤ(図示せず)に区分化され得る。一実施形態
では、ネットワーク層556a、556bのサブレイヤは、呼を経路指定し、サービスタイプを選
択し、データを優先順位付けし、QoS機能を実施するなどのための接続管理(CM)サブレイ
ヤであり得る。
【００３９】
　プロトコルスタック552a、552bは、物理媒体を通じてデータを送信するための機能を提
供するが、ソフトウェアアーキテクチャ550は、通信デバイス500内の様々なアプリケーシ
ョンに対するデータ転送サービスを提供するための少なくとも1つのホスト層560をさらに
含み得る。一実施形態では、少なくとも1つのホスト層560によって提供されるアプリケー
ション特有の機能は、プロトコルスタック552a、552bと一般のプロセッサ402との間のイ
ンターフェースを提供し得る。代替実施形態では、プロトコルスタック552a、552bは、ホ
スト層機能を提供する1つまたは複数の上位論理層(たとえば、トランスポート、セッショ
ン、プレゼンテーション、アプリケーションなど)を各々含み得る。一実施形態では、ソ
フトウェアアーキテクチャ550は、物理層554a、554bと通信ハードウェア(たとえば、1つ
または複数のRFトランシーバ)との間のハードウェアインターフェース564をさらに含み得
る。
【００４０】
　様々な実施形態が、様々なモバイル通信デバイスのいずれかで実装され得、その一例が
図6に示されている。たとえば、モバイル通信デバイス600は、内部メモリ604に結合され
たプロセッサ602を含み得る。内部メモリ604は、揮発性または不揮発性メモリであり得、
セキュアおよび/または暗号化メモリ、非セキュアおよび/または非暗号化メモリ、あるい
はそれらの任意の組合せでもあり得る。プロセッサ602はまた、抵抗感知タッチスクリー
ン、静電容量感知タッチスクリーン、赤外線感知タッチスクリーンなどのタッチスクリー
ンディスプレイ606に結合され得る。さらに、モバイル通信デバイス600のディスプレイは
、タッチスクリーン機能を有する必要がない。さらに、モバイル通信デバイス600は、プ
ロセッサ602に結合されたワイヤレスデータリンクおよび/またはセルラー電話トランシー
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バ616に接続され得る、電磁放射を送り、受信するためのアンテナ608を有し得る。モバイ
ル通信デバイス600はまた、ユーザ入力を受け取るための物理ボタン612aおよび612bをも
含み得る。モバイル通信デバイス600はまた、モバイル通信デバイス600をオンおよびオフ
するための電源ボタン618をも含み得る。モバイル通信デバイス600は、第1および第2のモ
バイルネットワークにそれぞれ接続するために、セルラー電話トランシーバ616および1つ
または複数のアンテナ608を利用する第1のSIMカード620および第2のSIMカード622を有し
得る。
【００４１】
　上述の様々な実施形態はまた、図7に示されるラップトップコンピュータ700などの様々
なモバイル通信デバイス内で実装され得る。多くのラップトップコンピュータは、コンピ
ュータのポインティングデバイスとして働くタッチパッドタッチ面717を含み、したがっ
てタッチスクリーンディスプレイを備え、上記で説明されたモバイルコンピューティング
デバイス上で実装されるのと同様のドラッグ、スクロール、およびフリックジェスチャを
受け取り得る。ラップトップコンピュータ700は通常、揮発性メモリ712、およびフラッシ
ュメモリのディスクドライブ713などの大容量不揮発性メモリに結合されたプロセッサ711
を含む。さらに、コンピュータ700は、プロセッサ711に結合されたワイヤレスデータリン
クおよび/またはセルラー電話トランシーバ716に接続され得る、電磁放射を送り、受信す
るための1つまたは複数のアンテナ708を有し得る。コンピュータ700はまた、プロセッサ7
11に結合されたフロッピー(登録商標)ディスクドライブ714およびコンパクトディスク(CD
)ドライブ715をも含み得る。ノートブック構成では、コンピュータ筐体は、すべてプロセ
ッサ711に結合された、タッチパッド717、キーボード718、およびディスプレイ719を含む
。コンピューティングデバイスの他の構成は、周知のように、(たとえば、USB入力を介し
て)プロセッサに結合されたコンピュータマウスまたはトラックボールを含み得、それら
はまた、様々な実施形態とともに使用され得る。コンピュータ700は、第1および第2のモ
バイルネットワークにそれぞれ接続するために、セルラー電話トランシーバ716およびア
ンテナ708を利用する第1のSIMカード720および第2のSIMカード722を有し得る。
【００４２】
　上記の方法の説明およびプロセスフロー図は、例示的な例として与えられるものにすぎ
ず、様々な実施形態のステップが、提示された順序で実施されなければならないことを要
求または示唆するものではない。当業者は理解するであろうが、上記の実施形態でのステ
ップの順序は、任意の順序で実施され得る。「その後で」、「次いで」、「次に」などの
語は、ステップの順序を限定するものではなく、これらの語は単に、方法の説明を通じて
読者を誘導するために使用されるものである。さらに、たとえば冠詞「a」、「an」、ま
たは「the」を用いる、請求項要素に対する単数での任意の参照は、要素を単数に限定す
ると解釈されるべきではない。
【００４３】
　本明細書で開示される実施形態とともに説明される様々な例示的論理ブロック、モジュ
ール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウ
ェア、またはそれらの組合せとして実装され得る。ハードウェアとソフトウェアのこの互
換性を明確に示すために、様々な例示的構成要素、ブロック、モジュール、回路、および
ステップは、その機能に関して一般的に上記で説明された。そのような機能がハードウェ
アとして実装されるか、それともソフトウェアといて実装されるかは、特定の応用分野お
よびシステム全体に対して課される設計制約に依存する。当業者は、説明された機能を各
々の特定の応用分野について様々な方式で実装し得るが、そのような実装判断は、本開示
の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈されるべきではない。
【００４４】
　本明細書で開示される態様に関連して説明される様々な例示的論理、論理ブロック、モ
ジュール、および回路を実装するために使用されるハードウェアは、本明細書で説明され
る機能を実施するように設計された汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特
定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他の
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プログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタロジック、デ
ィスクリートハードウェア構成要素、またはそれらの任意の組合せとともに実装または実
施され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替実施形態では、プ
ロセッサは、任意の従来型プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状
態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば
DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、1つまたは複数のマイク
ロプロセッサとDSPコア、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。ある
いは、いくつかのステップまたは方法が、所与の機能に特有の回路によって実施され得る
。
【００４５】
　1つまたは複数の例示的態様では、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装され
る場合、機能は、非一時的コンピュータ可読記憶媒体または非一時的プロセッサ可読記憶
媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして記憶され得る。本明細書で開示される
方法またはアルゴリズムのステップは、非一時的コンピュータ可読またはプロセッサ可読
記憶媒体上に常駐し得るプロセッサ実行可能ソフトウェアモジュールで実施され得る。非
一時的コンピュータ可読またはプロセッサ可読記憶媒体は、コンピュータまたはプロセッ
サによってアクセスされ得る任意の記憶媒体であり得る。限定ではなく例として、そのよ
うなそのような非一時的コンピュータ可読またはプロセッサ可読記憶媒体は、RAM、ROM、
EEPROM、フラッシュメモリ、CD-ROM、または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクス
トレージまたは他の磁気記憶デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプ
ログラムコードを記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る任
意の他の媒体を含み得る。本明細書では、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コン
パクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタルバーサ
タイルディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、およびブルーレイ
ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は通常、データを磁気的に再現し、一方、ディス
ク(disc)はデータをレーザで光学的に再現する。上記の組合せも非一時的コンピュータ可
読およびプロセッサ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。さらに、方法またはアルゴ
リズムの動作は、コードおよび/または命令の1つまたは任意の組合せまたはセットとして
非一時的プロセッサ可読記憶媒体および/またはコンピュータ可読記憶媒体上に常駐し得
、非一時的プロセッサ可読記憶媒体および/またはコンピュータ可読記憶媒体はコンピュ
ータプログラム製品に組み込まれ得る。
【００４６】
　開示される実施形態の先行する説明は、当業者が本発明を実施または使用することを可
能にするために与えられる。これらの実施形態に対する様々な修正が当業者には直ちに明
らかとなることになり、本明細書で定義される一般的原理は、本発明の精神または範囲か
ら逸脱することなく他の実施形態に適用され得る。したがって、本発明は、本明細書で示
される実施形態に限定されないものとし、以下の特許請求の範囲、および本明細書で開示
される原理および新規な特徴に適合する最も広い範囲が与えられるべきである。
【符号の説明】
【００４７】
　　100　例示的通信システム
　　110　ワイヤレスデバイス
　　121　セルラー接続
　　122　セルラー接続
　　131　第1の基地局
　　132　第2の基地局
　　141　ワイヤレス接続
　　142　ワイヤレス接続
　　151　第1のモバイルネットワーク
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　　152　第2のモバイルネットワーク
　　160　インターネット
　　161　オンライン接続
　　162　オンライン接続
　　400　デュアルSIM通信デバイス
　　402　一般のプロセッサ
　　404　メモリ
　　406　ベースバンドプロセッサ
　　412　Fトランシーバ
　　414　アンテナ
　　416　システムオンチップデバイス
　　421　IM
　　422　IM
　　431　IMインターフェース
　　432　IMインターフェース
　　500　通信デバイス
　　522　キーパッド
　　524　タッチスクリーンディスプレイ
　　526　マイクロフォン
　　550　階層化ソフトウェアアーキテクチャ
　　552a　プロトコルスタック
　　552b　プロトコルスタック
　　554a　物理層
　　554b　物理層
　　556a　データリンク層
　　556b　データリンク層
　　558a　ネットワーク層
　　558b　ネットワーク層
　　560　ホスト層
　　600　モバイル通信デバイス
　　602　プロセッサ
　　604　内部メモリ
　　606　タッチスクリーンディスプレイ
　　608　アンテナ
　　612a　物理ボタン
　　612b　物理ボタン
　　616　セルラー電話トランシーバ
　　618　電源ボタン
　　620　第1のSIMカード
　　622　第2のSIMカード
　　700　ラップトップコンピュータ
　　708　アンテナ
　　711　プロセッサ
　　712　揮発性メモリ
　　713　ディスクドライブ
　　715　コンパクトディスク(CD)ドライブ
　　716　セルラー電話トランシーバ
　　717　タッチパッドタッチ面
　　718　キーボード
　　719　ディスプレイ
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　　720　第1のSIMカード
　　722　第2のSIMカード

【図１】 【図２】
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【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】
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